
令和７年度 政策評価書（事前の事業評価） 
 

担当部局等名：防衛装備庁プロジェクト管理部 
事業監理官（次期戦闘機担当） 

評価実施時期：令和７年８月 
 
１ 事業名 
  次期戦闘機と連携する無人機の研究 
 
２ 政策体系上の位置付け 

⑴ 施策名：無人アセット防衛能力、防衛技術基盤の強化 
 

⑵ 関係する計画等 

 
３ 事業の概要等 

⑴  事業の概要 
周辺国の航空戦力に対する数的劣勢を克服するため、次期戦闘機と連携して各種戦闘を可能

とする無人機（以下「連携無人機」という。）を研究するものである。 
令和８年度については、連携無人機の研究開発の初期段階に必要な連携無人機の構想設計に

着手する。ただし、技術的リスクの低減及びコスト負担の低減などの観点から、海外との共同
研究・開発の可能性も模索しており、今後諸外国との協議の状況を踏まえることとする。 

 
⑵  総事業費（予定） 

海外との共同研究・開発の可能性や、より良い既製品の動向を踏まえつつ、幅広い可能性を
探索しながら事業を推進するため、総事業費は一意に決定できないほか、諸外国と交渉を行う
上での条件ともなり得る事項であるため、構想設計等の結果を踏まえて明確にする。 

なお、令和８年度予算として、連携無人機の構想設計に必要な経費約４９億円を要求する。 
 
 

名 称（年月日） 記載内容（抜粋） 
国家防衛戦略（令和４年
１２月１６日国家安全保
障会議及び閣議決定） 

Ⅳ 防衛力の抜本的強化に当たって重視する能力 
 ３ 無人アセット防衛能力 

無人アセットは、有人装備と比べて、比較的安価であるこ
とが多く、人的損耗を局限し、長期連続運用ができるとい
った大きな利点がある。（中略）さらに、ＡＩ等を用いて複
数の無人アセットを同時制御する能力等を強化する。（略） 

Ⅶ いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤 
 ２ 防衛技術基盤の強化 

(略)政策的に緊急性・重要性が高い事業の実施に当たって
は、研究開発リスクを許容しつつ、想定される成果を考慮
した上で、一層早期の研究開発や実装化を実現する。（略） 

防衛力整備計画（令和４
年１２月１６日国家安全
保障会議及び閣議決定） 

Ⅱ 自衛隊の能力等に関する主要事業 
３ 無人アセット防衛能力 

（略）加えて、有人機と無人機（ＵＡＶ）の連携を強化する
とともに、複数の無人アセットを同時に運用する能力の強
化を図る。 

Ⅲ 自衛隊の体制等 
４ 航空自衛隊 
（２） 基幹部隊の見直し等 

イ （略）次期戦闘機の共同開発を推進する。この際、戦 
闘機そのものに加え、無人機（ＵＡＶ）等を含むシステ
ムについても、国際協力を視野に開発に取り組む。 

Ⅸ いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤 
２ 防衛技術基盤の強化 
（５）次期戦闘機に関する取組 

（略）次期戦闘機等の有人機と連携する戦闘支援無人機
（ＵＡＶ）についても研究開発を推進する。（略） 



⑶  実施期間 
本事業は、次期戦闘機の量産初号機配備に合わせ令和１７年の装備化を目指す。令和８年度

から令和１０年度までは構想設計を実施する。 

 
⑷  達成すべき目標 

ア 無人機システムのインテグレーション技術 
これまでの連携無人機の関連研究で得られた技術を活用し、戦闘機と連携して運用可能

な無人機システムへのインテグレーション技術を確立する。 
イ 高度な自律化技術 
  次期戦闘機と連携して任務を遂行するにあたって、連携無人機は、次期戦闘機とネット

ワークで連接して運用する必要があることから、次期戦闘機の操縦士のワークロード局限
のため高度に自律的な状況認知及び行動判断を可能とする技術を確立する。 

 
４ 政策効果の把握の手法 

⑴  事前事業評価時における把握手法 
本事業に当たっては、防衛省研究開発評価実施要領について（装技計第１０３号。２７．１

０．１。以下「評価実施要領」という。）に基づき、評価を行い、政策効果の把握を実施した。 
 

⑵  事後事業評価時における把握手法 
本事業に当たっては、評価実施要領に基づき、中間評価、事後評価及び追跡評価を実施する。 
また、行政事業レビューとも連携しつつ、本事業の進捗状況を検証する。 

 
５ 政策評価の観点及び分析 

年度 令和 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

実
施
内
容 

          

研究実施線表 

観 点 分  析 

必要性 

◆当該事業を行う必要性 
次期戦闘機と連携する無人機には、人的損耗及び消耗を局限し、かつ航空防衛力

を質・量の両面で向上させ相手の無人機による非対称な損耗を被ることを防止し、
人的戦力の保全を図ることが期待される。本事業では、次期戦闘機と連携する無人
機の実現を目指して研究を実施し、部隊への早期装備化に繋げる必要がある。 
◆当該年度から実施する必要性 

令和１７年の装備化を目指すにあたり、航空機に係る過去の装備品開発の経験
からは、実際の開発には長期間を要するケースが多いことから、令和 8 年度から
の研究着手は不可欠である。また、連携無人機の分野における技術の進展は急速で
あることに加え、将来的に国際共同研究・開発へ移行し、協議する可能性を踏まえ
て我が国の技術力の獲得が必要である。したがって、令和 8 年度における研究の
着手は、技術的・戦略的観点から必要がある。 
◆代替手段との比較検討状況 

現時点で、次期戦闘機と連携可能な類似の無人装備品は諸外国にも存在せず、現
有の無人装備品についても、次期戦闘機との連携を実現できる改良や改善の見通
しが立たず、所要の機能・性能を満たせないため、新たな研究開発が不可欠であ
る。 

効率性 

 試作品の製造前の段階において、モデルを用いて各種設計の検証を実施するこ
とで、製造試験の後段で顕在化し得るリスクを未然に防止する。これにより、事業
を着実に推進でき、結果として経費や期間の抑制が期待される。また、技術的リス
クの低減及びコスト負担の低減を目的として国際協力を視野に共同研究・開発の
可能性を模索するとともに、低コスト化及び取得期間の短縮化が期待される民生
分野の先端技術について、積極的な活用を図る。 

以降の事業計画は、構想設計の成果等により明確にする 

構想設計



 
６ 総合的評価 

本事業を実施することにより、上記達成すべき目標で述べた各種技術の確立が見込まれる。こ
れらの成果については、試作等により検証し、検証結果が得られた場合には、技術競争の激しいこ
の分野での技術的優越の確保を図ることができ、その結果、我が国の技術力の強化に資すること
が見込まれる。これらは自衛隊のニーズに合致した高度な防衛装備品を創製するための極めて重
要な成果であり、最終的に政策目標である我が国自身の防衛体制の強化につながるものであると
評価できる。 

以上の点から、本事業は国家防衛戦略及び防衛力整備計画に記載された無人アセット防衛能力
及び防衛技術基盤の強化に資する研究であり、また、政策体系上の位置付けも一致しており、いず
れの政策評価の観点からも本研究に着手することは妥当であると判断する。 

 
７ 有識者意見 
  本事業の必要性等について異論はない。 
 
８ 政策等への反映の方向性 

総合的評価を踏まえ、令和８年度概算要求を実施する。 
令和８年度概算要求額：約４９億円（後年度負担額を含む。） 

 
９ その他の参考情報 
 

有効性 

 次期戦闘機と連携させて運用することにより、数的劣勢を克服するとともに、有
人機にとって被撃墜のリスクが許容範囲を超える状況、あるいは、人間の生理的限
界により有人機では実施困難な状況において、人的損耗を局限し、空自の継戦能力
を向上させる。  

費用及び 
効果 

 モデルを用いた検証等を実施することによって、顕在化し得るリスクを未然に
防止でき、事業を着実に推進でき、結果として経費の抑制が期待される。また、技
術的リスクの低減及びコスト負担の低減を目的として国際協力を視野に共同研
究・開発の可能性を模索するとともに、低コスト化及び取得期間の短縮化が期待さ
れる民生分野の先端技術について、積極的な活用を図る。 


